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「
健
康
づ
く
り
」
勧
め
ま
せ
ん
か
？

健
康
推
進
員
養
成
講
座
開
催

●
健
康
推
進
員
と
は

家
族
や
地
域
へ
の「
健

康
づ
く
り
」
に
関
す
る

啓
発
活
動
を
行
う
人
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。

●
講
座
開
催
場
所
・
日
時

①
場
所
／
金
屋
文
化
保
健
セ
ン
タ
ー

日
時
／
7
月
6
日（
木
）・
7
月
13
日

（
木
）
13
時
30
分
～
16
時

②
場
所
／
有
田
振
興
局

日
時
／
8
月
4
日（
金
）・
8
月
18
日

（
金
）
13
時
30
分
～
16
時

※
①
も
し
く
は
②
の
2
回
分
の
講
座
を
受

講
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
募
集
人
数
／
24
人
程
度
（
先
着
順
）

●
申
込
受
付
期
間
／
4
月
3
日（
月
）
～

6
月
16
日（
金
）

※
定
員
に
達
し
次
第
、
受
け
付
け
終
了
。

申
問
金
屋
庁
舎
健
康
推
進
課

手
話
講
習
会
受
講
者
募
集

多
く
の
方
に
手
話
の
楽
し
さ
を
知
っ
て

親
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
手
話
講

習
会
を
開
催
し
ま
す
。
手
か
ら
生
ま
れ
る

言
葉
「
手
話
」
を
、
楽
し
く
学
び
ま
せ
ん

か
？
手
話
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
世
界
を
広
げ
ま
し
ょ
う
。

●
講
習
内
容

①
「
初
心
者
ク
ラ
ス
」
／
基
礎
か
ら
き
っ

ち
り
学
び
た
い
方

②
「
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
ク
ラ
ス
」
／
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
し
た
い
方

③
「
こ
ど
も
ク
ラ
ス
」
／
小
学
3
年
生
～

中
学
3
年
生
の
う
ち
手
話
に
関
心
の
あ

る
方

※
6
月
～
平
成
30
年
3
月
ま
で
全
ク
ラ
ス

20
回
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

●
講
習
日
と
時
間

①
初
日
は
6
月
7
日（
水
）

毎
月
第
1
・
第
3
水
曜
日

　

14
時
～
15
時
30
分

②
③
初
日
は
6
月
2
日（
金
）

毎
月
第
1
・
第
3
金
曜
日

　

19
時
～
20
時
30
分

※
日
程
は
予
定
。
申
込
締
切
日
以
降
、
日

程
を
改
め
て
ご
連
絡
し
ま
す
。

●
受
講
料
／
無
料

●
場
所
／
金
屋
庁
舎

●
申
込
締
切
日
／
5
月
19
日（
金
）

※
締
切
日
以
降
で
も
随
時
参
加
で
き
ま
す
。

申
問
金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課

国
税
職
員
募
集

平
成
29
年
度
国
税
専
門
官
採
用
試
験

●
受
験
資
格

（
1
）
昭
和
62
年
4
月
2
日
～
平
成
8
年

4
月
1
日
生
ま
れ
の
者

（
2
）
平
成
8
年
4
月
2
日
以
降
生
ま
れ

の
者
で
次
に
あ
げ
る
者

①
大
学
を
卒
業
し
た
者
お
よ
び
平
成
30
年
3

月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

②
人
事
院
が
①
に
あ
げ
る
者
と
同
等
の
資

格
が
あ
る
と
認
め
る
者

●
申
込
受
付
期
間
／
3
月
31
日（
金
）
～

4
月
12
日（
水
）

※
期
間
中
、人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w

w
.jinji-shiken.go.jp/juken.htm

l

）

か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
試
験
日

・
第
1
次
試
験
／
6
月
11
日（
日
）

・
第
2
次
試
験
／
7
月
12
日（
水
）～
19
日

（
水
）

●
そ
の
他
／
採
用
に
関
す
る
情
報
は
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の「
採
用
案
内
」

で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
湯
浅
税
務
署
総
務
課
☎
６
３
‐
５
３
５
１

案 

内

◆
◆
◆

屋
外
広
告
物
の
設
置
に
は

町
の
許
可
が
必
要
で
す
！

屋
外
広
告
物
は
身
近
な
情
報
手
段
と
し

て
広
く
親
し
ま
れ
、
地
域
経
済
の
活
性
化

と
街
の
に
ぎ
わ
い
を
演
出
す
る
た
め
に
大

切
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
屋

外
広
告
物
が
無
秩
序
に
氾
濫
す
る
と
、
景

観
や
お
も
む
き
が
損
な
わ
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
和
歌
山
県
で
は
良
好
な
景

観
の
形
成
、
ま
た
は
風
致
の
維
持
お
よ
び

公
衆
に
対
す
る
危
害
の
防
止
を
目
的
と
し

て
、
屋
外
広
告
物
が
適
正
に
掲
出
さ
れ
る

よ
う
、
和
歌
山
県
屋
外
広
告
物
条
例
に

よ
っ
て
ル
ー
ル
を
定
め
て
お
り
、
屋
外
広

告
物
を
設
置
す
る
際
は
、
町
の
許
可
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
県
・
市
町
村
連
携
に
よ
る
屋
外
広

告
物
の
適
正
指
導
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

問
吉
備
庁
舎
建
設
課

お知らせお知らせ 問…問い合わせ　■申…申し込み

和歌山県屋外広告物条例の詳細については、和歌山県県土整備部都市政策課のホームページ
（http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080900/index.html）をご覧ください。
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付

袖
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野
立
広
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懸
垂
幕

突
出
広
告


